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これだけで合格する！宅建士合格講座

サンプル講義用（第4回）

令和８年受験版

梶原塾



A A

　代理権あり

業者C

　Ｃは、A所有の「宅地」をＡの代理人として、反復・継続して売買　➩　Ｃは免許が必要　（売買の代理）

・不特定多数の者を相手に反復・継続して行ない、事業性が高いものが、「業」として判断される

　ex.宅地を１０区画に分割して売買（＝分譲）　　農地を宅地に転用して売買

　➩公益法人に対してのみ分譲する場合は、「業」として判断される　　　　∵特定しているとは言えない

　➩企業がその社員に限定して分譲する場合は、「業」として判断されない　　∵事業性が高いとは言えない

　➩破産管財人が破産財団（破産者が所有していた財産）の換価のために自ら売買する場合は、

　　転売目的で取得（ex.売買・競売）した宅地を売買

　「業」として判断されない

　・免許の要否

・①「宅地」または「建物」に関する ②「取引」を ③「業」として営むには、免許を受けなければならない

　➩①～③のすべてに該当する場合に、免許が必要となる

　　∵１つでも該当しなければ、業法の規定は適用されないので、免許は不要

ex.Ａが所有する「宅地」をＣが代理して、反復・継続して売買する場合　　　（上部代理の図参照）

４　／　❷ 業１　宅地建物取引業とは

　Ａは、自己所有の「宅地」をＣに代理を依頼して、反復・継続して売買　➩　Ａは免許が必要　（自ら売買）

　業者C

　・③「業」とは

自ら（当事者）

売・交

Ｂ

売・交・貸

業者C

Ｂ

　代理権なし

あっせん（媒介）

売・交・貸

Ｂ

（代理行為）
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